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申請・届出書R4 Ver.22.11 のリリースについて、以下のとおりご連絡します。 

なお、以下の内容は変更される可能性があります。あらかじめご了承願います。 

 

 

  

1. 発行プログラム 

システム名 バージョン (データ変換対象) 

申請・届出書 R4 Ver.22.11 ※1 Ver.20.10 以降 ※2 

申請・届出書 R4 電子申告更新用 e2 ※3 － 

※1 22.1 用のライセンスで利用可能です。 

また、Ｅｉボード 22.10 以降がインストールされた環境が必要です。 

※2 データ選択画面に表示される「旧データ」は Ver.20.10～22.10 です。データ選択時または一括変換で 

データ変換をおこなうと、本バージョン（Ver.22.11）で使用できるようになります。 

（参照「3-4. Ver.19.21 以前のデータ変換について」） 

※3 更新の対象は、申請・届出書 R4 Ver.22.11 以降です。 

 

 
 

2. 日程 

提供方法 提供日 

Ｅｉボードダウンロードマネージャー 
2022 年 9 月 20 日（火） 

エプソン会計システム「マイページ」 

 

2-1. 申請・届出書 R4 電子申告プログラムについて 

申請・届出書 R4（Ver.22.11）に対応した申請・届出書 R4 電子申告更新用プログラム（e2） 

の公開も、電子申告 R4（Ver.22.12）の公開と同日（2022 年 9 月 20 日）の予定です。 

対応概要につきましては、電子申告 R4 のシステムインフォメーションもご確認ください。 

 

  

申請・届出書 R4 Ver.22.11のリリース 



 

 

 

3. システムの対応内容（予定） 

システムの主な対応内容は以下のとおりです。 

3-1.国税様式対応 

追 

加 

◆電子帳簿保存法の帳票の追加 （「05.その他」タブに追加） 

■ ①国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届

出書・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書（国税庁の様式、記載例）  

→記載に合わせて、選択に応じて入力制御を行い、タイトルに取消線を印刷します。 

 
 

②国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届

出の変更届出書・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書（国税庁の様式、

記載例）→記載例に合わせて、選択に応じて入力制御を行い、タイトルに取消線を印刷します。 

 
 

◆欠損金の繰戻しによる還付請求書（令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分） 

◆法人税の更正の請求書（令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分） 

→令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分が追加されました。 

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_02.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_03.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_03.htm


 

 

変 

更 

◆申告期限の延長申請書など 

延長理由により特例の申請書は帳票名が変更（青字部分追加）され、帳票内に文言追加がされまし

た。（左下欄外が「04.06改正」に変更） 

①申告期限の延長申請書（帳票名はそのまま、災害その他やむを得ない理由の場合） 

②申告期限の延長の特例の申請書→定款等の定め等による申告期限の延長の特例の申請書に変更 

③申告期限の延長の特例の取りやめの届出書→定款の定め等による申告期限の延長の特例の取り 

やめの届出書に変更 

 
◆欠損金の繰戻しによる還付請求書（令和 4年 4月 1日前終了事業年度分） 

→「令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分」が新規追加されたため、現在のものは（令和 4年 4月

1日前終了事業年度分）となり、帳票内の文言や左下欄外が「04.06改正」に変更されました。 

 

◆法人税の更正の請求書（平成31年４月１日以後終了令和４年４月１日前開始事業年度等分) /(平

成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までに終了した事業年度分) /（平成 30年 4月 1日前終

了事業年度分) 

→現在のものは帳票内の条項に「旧」がつき、左下欄外が「04.06改正」に変更されました。 

 

 

3-2.電子申告対応 

今回追加した以下の帳票の手続きに対応します。 

◆国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの 

届出・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出 

◆国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の 

届出の変更届出・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出 

 

e-Tax側で以下の帳票の「新様式」に対応します。 

◆消費税簡易課税制度選択届出書 

◆適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用) 

◆適格請求書発行事業者の登録申請書（国外事業者用) 

 

以下の帳票は、e-Tax側で対応されていませんので、帳票名に（電子申告不可）を表示します。 

◆「欠損金の繰戻しによる還付請求書」（令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分） 

◆「法人税の更正の請求書」（令和 4年 4月 1日以後開始事業年度分） 



 

 

3-3.機能アップ内容 

◆「適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）」の一括作成 

令和 5年 10月１日から始まる「インボイス制度」に向けて、来年令和 5年 3月 31日までに 

提出が必要となる「適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）」の作成について、デー

タ選択画面の上部に「一括作成（SF3）」を用意し、課税事業者の場合は複数データまとめて作成で

きるようにします。 

 
 

※作成方法などは、【申請・届出書】 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を一括作成したい。

のＱ＆Ａをご覧ください。 

 

※以下は、データにより入力内容が異なるため、従来どおり、データ選択から個別に作成してくだ

さい。 

【対象外】 

・国外事業用の場合  

・免税事業者の場合  

・「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」の作成 

 

◆「適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）」の必須項目のチェック変更 

→要望により、前回の「電話番号」と同様に「フリガナ」及び郵便番号を必須項目から外すことに

しました。 

（要望）フリガナ等を後で登録しようと思っても、エラーで画面が終了できず、上書しないといけ

ないのでチェック対象からはずしてほしい。 

 
 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
https://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/4919/p/26?1300#Q
https://faq.r4support.epson.jp/app/answers/detail/a_id/4919/p/26?1300#Q


 

 

3-4.Ver.19.21以前のデータ変換について 

Ver.19.21 以前のデータはデータ選択画面に表示されません。Ver.22.11 起動時に Ver.19.21 以前

のデータがあるか検索をおこない、該当するデータが存在する場合にメッセージの表示し、一括

データ変換画面を開きます。データを選択して実行すると Ver.20.10 のデータに変換されます。

Ver.22.11 でデータを使用する場合は、さらに「旧データ」変換をおこなってください。 

 

 

4. 連動可能な製品バージョン 

 

システム名 バージョン  

電子申告 R4 Ver.22.12～ 電子申告へ連動 

事務所管理 R4（顧問先管理） Ver.21.11～ ファイリング機能 

 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 


